
項目名 ⑥ 児童虐待の防止について

■ 現状（概要）
虐待を受けている「子ども」や支援を必要としている「家庭」を早期に発見し，

保護や支援を図るためには，関係機関の間で情報や考え方を共有し，適切な連携

の下で対応していくことが重要である。

■ 取組状況
１ 要保護児童の早期発見と適切な保護を図るため，平成16年の児童福祉法改正

により，「要保護児童対策地域協議会（要対協）」が県内全市町村に設置され

た。

２ 児童相談所を主とする，各種取組みを積極的に推進している。

【具体的な取組】

(1) 子ども虐待防止ネットワーク会議

(2) 子どもSOS地域連絡会議及び子ども虐待に関する実務者等研修会

(3) 児童虐待に関する啓発のための関係者への研修

(4) 法務専門員（弁護士）の配置

※ 県は，令和５年４月，さつま町に「北部児童相談所」を設置・開設。

■ 課題
児童虐待に係る児童相談所への通告・相談件数は，ここ６年間で国・県とも大

幅に増加している。

併せて，県内３相談所で取扱った認定件数も，平成28年から令和４年で約７倍

となっている。

深刻な児童虐待事件も後を絶たず，児童虐待の防止は社会全体で取組むべき重

要な課題となっている。

【国・県（３児童相談所)への児童虐待に係る通告・相談件数】（単位：件）

年 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4

国 122,575 133,778 159,838 193,780 205,044 207,660 －

本県 604 1,150 1,598 2,468 2,787 2,971 3,257

【県（３児童相談所）による児童虐待に係る認定件数】（単位：件）

年 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4

本県 352 781 1,131 1,696 2,017 2,114 2,423

■ 今後の方向性
今後も，虐待を受けている子どもや支援を必要としている家庭を早期に発見し，

「子ども・家庭」，「市町村」，「県（児童相談所・福祉事務所等）」，「関係機関」が

一体となって，児童虐待の防止につながる対策に社会全体として取組んでいく。

■ 依頼事項等
児童虐待防止の推進には，各種関係機関の連携が不可欠ですので，今後とも御

協力いただきますようお願いします。
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